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1.研究背景と目的 

LL ブックの LL とは、スウェーデン語の lättläst（やさしく読みやすい）という単語の略であり、

「やさしく読みやすい本」という意味である。知的障害のある方や、ディスレクシアの方など、読

むことが苦手な人に、生活年齢に対応した内容を提供しようとするものである。特徴として、「短文・

１つの時系列・大きい文字・大きいるび・反語や比喩表現を使わない・イラストや写真、ピクトグ

ラムをふんだんに使う」ことがあげられる。しかし、LL ブックの明確な定義は存在しない。 

スウェーデンをはじめ、欧米で普及し始めている LL ブックだが、日本ではまだ十分に普及して

いない。LL ブックの日本での出版数は、内容が LL ブックに相当するものを含めても市販・非買合

わせて 60 タイトルしか出版されておらず、そのうち 3 分の 1 は絶版になっている 1。LL ブックは

非常に入手しづらい現状であるといえる。 

国立国会図書館による「公共図書館における障害者サービスに関する調査研究」2（2010 年度）

では、障害者のためのサービスを実施している図書館 1503 館のうち、やさしく読める図書（LL ブ

ックなど）を所蔵している図書館は 42 館の 2.8％であった。 

2016 年 4 月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下、「障害者差別解消

法」）が施行され、行政機関等に「合理的配慮」が義務付けられた。これにより LL ブックの必要性

は今までよりも高まっていると考えられる。 

そこで本研究では、公立図書館を対象にアンケート調査を行い、LL ブックの所蔵状況と課題を

明らかにすることを目的とした。そして今後の展望について考察していきたい。公立図書館におけ

る LL ブックの所蔵理由や具体的な問題点などを詳らかにした調査研究はこれまでに存在しない。

詳細な調査を行うことで、公立図書館における LL ブックの普及に向けての課題の一端を明らかに

できると考える。 

 

2.研究方法 

首都圏 1 都 3 県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）に所在する公立図書館 181 館を対象に郵

送によるアンケート調査を行った。調査期間は、2016 年 8 月中旬から 9 月下旬である。 

 

3.研究結果 

調査の結果、145 館から回答があり、回収率は 80.1％となった。 
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ない」が 44 館（83.0％）であった。広報の内容としては、「特別支援学校の先生に紹介」「展示会

での展示」が多かった。 

 LL ブックの存在は利用者に知られていると思うかをたずねたところ、「まったく知られていない」

と「知られていない」があわせて 44 館（82.9％）、「知られている」が 7 館（13.2％）であった。 

所蔵されている LL ブックの利用状況は、「まったく利用されていない」と「利用されていない」

があわせて 22 館（41.4％）、「利用されている」が 27 館（50.9％）であった。 

一方で、LL ブックを所蔵していない 93 館にその理由をたずねたところ、「出版タイトルが少な

い」が 28 館（30.4％）、「利用者がすくない」が 27 館（29.3％）、「予算が足りない」が 21 館（22.8％）

であった。「他の資料で十分」と回答した図書館は 9 館（9.7％）であった。 

 

4.研究の考察と結論 

LL ブックの所蔵は、2013 年から 2016 年までの間に急速に伸びているが、この理由としては、

「障害者差別解消法」の制定（2013 年）や「障害者の権利に関する条約」の批准（2014 年）が背

景にあると考えられる。知的障害者などへの配慮として、LL ブックが有用であると判断されたも

のと考えられる。 

 LL ブックを所蔵した理由としては、「障害がある方への配慮として必要だと考えた」が最も多か

った。LL ブックの利用対象者としては「知的障害のある方」を想定している館が最も多く、次い

で「ディスレクシアの方」だった。このことから、LL ブックを障害のある方への配慮として、主

に知的障害やディスレクシアの方を対象として所蔵・提供していることがわかる。 

しかし、LL ブックの提供の仕方は、「一般書架に配架して提供」している図書館が約 7 割にのぼ

った。所蔵理由や利用対象者で障害者を想定しているにも関わらず、一般図書と一緒に配架してい

る現状が明らかになった。LL ブックが一般図書の棚に配架されることは、障害のある方やその家

族・支援者・施設の関係者が利用するときに、LL ブックの存在が埋もれてしまい、利用されにく

くなってしまうことに繋がるのではないかと考えられる。 

 LL ブックを所蔵していることを利用者に広報している図書館が非常に少ないことも明らかとな

った。このことから、LL ブックを利用したくても所蔵されていることを知らない利用者がいると

考えられる。利用者を増やすためには、図書館に来る人だけでなく、来ていない人に向けての広報

を工夫すべきだろう。 

 LL ブック所蔵館のうち、利用されていると回答した図書館は 27 館の 50.9％であった。しかし、

LL ブックの存在がまだ十分に知られていない現状や、LL ブックを一般図書と一緒に配架している

図書館が多い現状を考えると、一般利用者が LL ブックと認知せずに利用している可能性が高いと

考えられる。言い換えれば、LL ブックは一般の利用者にも需要があるとも言える。 

LL ブックを普及していくためには、図書館側として、図書館員の意識の向上、積極的な広報、

提供環境の整備が必要である。図書館員の意識の向上とは、図書館員の「利用者が少ない」という

思い込みを改善し、LL ブックの必要性を理解し、積極的に LL ブックの所蔵に努めることである。

そして、LL ブックの所蔵を広報し、図書館をまだ利用していない人へも宣伝をして利用者の拡大

を図ることや、一般利用者への理解を深めることで、LL ブックの需要はさらに高まると考えられ



る。さらに、LL ブックの障害者資料コーナーへの配架などの提供環境を整備することで、必要と

している人の手に渡りやすくすることができるだろう。 

所蔵していない理由として「出版タイトルが少なさ」があげられたが、これは出版側の課題とい

える。売れないものは出版されない。しかし、すでに述べたように、一般の利用者にも LL ブック

の需要はある。LL ブックを知的障害者やディスレクシアの方を主な対象としつつも、誰にとって

も利用可能なユニバーサルな図書の 1 つのスタイルと広く捉えて出版していくことが望まれる。 

しかし、LL ブックにはまだ明確な定義が存在しない。出版側も、この点があいまいでは LL ブッ

クとして出版するのは難しいと感じるだろう。2016 年 12 月に「図書館等のためのわかりやすい情

報・資料ガイドライン」3 がドラフト版ではあるが公表された。今後は、そのガイドラインの活用

に向けて、当事者、図書館、出版といった関係者による協議の機会を積極的に設けることが重要で

はないかと考える。 
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